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～はじめに～ 

近年、予測が難しい社会状況の中で、園・学校には、こども一人一人が自らの可能性やよさを認識し、多様

な他者と協働する力を育むことが求められています。あわせて、特別な教育的支援を必要とするこどもたちへの

支援の充実は、これまで以上に重要となっています。 

教育センターでは、令和６年度に「特別支援教育サポートプロジェクト」を立ち上げ、特別支援教育ルームを

設置しました。特別支援教育ルームでは、教材・教具や支援ツール、授業動画、学習指導案例等を通して事例

や教職員の工夫を紹介するとともに、市立園・学校の教職員を対象とした相談を行っています。 

令和７年度には、現場の教職員と協働し、「初めて特別支援学級を担当する教員」に向けた冊子を作成しま

した。本冊子は、相談や学校訪問等で寄せられた疑問や声をもとに構成した二冊のうち、自閉症・情緒障害特

別支援学級を担当する方向けの一冊です。 

本冊子では、特別支援学級の役割や特別の教育課程の考え方、障害の状態等に応じた指導の視点を踏ま

えた環境づくりや授業づくりなど、基本的な内容をまとめています。 

実践の中で迷いや悩みが生じた際には、一人で抱え込まず、管理職や先輩教員、校内の特別支援教育コー

ディネーター等に相談していきましょう。 

  この冊子が、教員自身の考えを整理したり、周囲の教職員とのコミュニケーションの一助となったりすることを

願っています。こどもたちの笑顔のために、ともに学び、ともに歩んでいきましょう。令 

                                   ｗ 

https://www.center.edu.city.hiroshima.jp/assets/hce-center/BRIDGEvol_2.pdf
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＜この冊子の使い方＞ 

 この冊子は、「初めて自閉症・情緒障害特別

支援学級を担当する先生」に向けて作成しま

した。 

 右図のような場面で、ぜひご活用ください。 

① 目次や右図のページ番号をクリックする 

と、該当ページへ移動できます。 

② 各ページ右下にある「目次へ GO」をクリ 

ックすると、目次に戻ることができます。 

 

 

 

③ 本資料は、デジタル版を基本としていま

す。二次元コード下の参考資料をクリックす

ると関連リンクページへ移動できます。 

（例） 

 

 

 

 

 

なお、本冊子のイラストは、生成AIにより作成

しています。 

特別支援学校教育要領・ 

学習指導要領解説自立活動編 

（幼稚部・小学部・中学部） 

https://www.mext.go.jp/content/20220426-mext_tokubetu01-100002983_9.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20220426-mext_tokubetu01-100002983_9.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20220426-mext_tokubetu01-100002983_9.pdf
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1 特別支援学級について 

（１）特別支援学級とは 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２） 自閉症・情緒障害特別支援学級とは 
 

                                                      。 

    

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Q 特別支援学級と通常の学級の違いは？ 

 

 

Q 自閉症以外の発達障害について教えてください。 

① 自閉症・情緒障害とは？ 

自閉症とは、「他者との社会的関係の形成の困難さ」、「言葉の発達の遅れ」、「興味や関心が狭く特定の 

  ものにこだわる」ことを特徴とする発達の障害です。その特徴は、３歳くらいまでに現れることが多いですが、 

成人期に症状が顕在化することもあります。中枢神経系に何らかの機能不全があると推定されています。 

情緒障害とは、周囲の環境から受けるストレスによって生じたストレス反応として状況に合わない心身の状 

態が持続し、それらを自分の意思ではコントロールできないことが継続している状態をいいます。情緒障害の 

状態の現れ方や時期は様々であり、状況に合わない心身の状態を自分の意思ではコントロールできないこと 

により、学校生活や社会生活に適応できなくなる場合もあります。また、こどもたち本人は困難さを感じている 

にもかかわらず、その困難さが行動として顕在化しないため、一見すると学校生活や社会生活に適応できてい 

るように見えてしまう場合もあります。 （参考：文部科学省「障害のある子供の教育支援の手引」より） 

 

②  対象となる障害の程度 

 

 

③  自閉症・情緒障害に応じた教育的対応は？ 

 自閉症・情緒障害特別支援学級は、自閉症やそれに類するもの、心理的要因による選択性かん黙等のあるこど

もたちを対象としています。これらのこどもたちは、抽象的な表現が理解しにくく、指示の内容を具体的に捉えるこ

とが難しい場合があります。また、一斉指示を自分への指示として受け止めにくいことから、行動につながりにく

いこともあります。さらに、周囲の環境からストレスを感じやすく、状況によっては不安や緊張が高まりやすいといっ

た特性があります。そのため、普段から活動や学習の見通しを分かりやすく示すことや、生活や学習の流れを構

造化するなど、安心して過ごせる環境を整えることが重要です。加えて、情緒的に不安定になった際には、こども

一人一人の状態に応じた具体的な支援を通して、落ち着きを取り戻せるよう適切な指導を行います。 

（参考：文部科学省「障害のある子供の教育支援の手引」より） 

 

 

 一 自閉症又はそれに類するもので，他人との意思疎通及び対人関係の形成が困難である程度のもの 

 

二 主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので，社会生活への適応が困難である程度のもの 
                                                     （平成２５年１０月４日付け２５文科初第７５６号初等中等教育局長通知） 

  特別支援学級は、障害の

状態等により、通常の学級

における指導では、十分に

指導の効果をあげることが

困難なこどもたちのために

編制された学級です。 

こどもたちの実態を把握

し、教育的ニーズに応じて、

指導・支援をしていきます。 

      広島市教育委員会 HP より 

特別支援教育の対象の 

概念図 

（特別支援教育課資料「特

別支援学級の位置づけと教

育課程」より） 

（※１）この数字は、令和４年１月～２月、文部科学省が担任教師に対して行った調査に対する回答に基づくものであり、医師の診断によるものでは 

      ない 
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Q 自閉症以外の発達障害について教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q 特別支援学級に在籍していると、通常の学級で授業を受けることはできないのでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 
 
Q知的障害特別支援学級と、自閉症・情緒障害特別支援学級の違いは何ですか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 そのようなことはありません。「交流及び共同学習」として、特別支援学級のこどもが、通常の学級の授業や行

事等の場面で活動することがあります。「交流及び共同学習」は、相互の触れ合いを通じて、豊かな人間性をは

ぐくむことをねらいとしている交流の側面と、教科等のねらいの達成を目的とする共同学習の側面とがあります。

この二つの側面は分かちがたいものとして推進していく必要があります。 

「交流及び共同学習」を進めていく上で大切なことは、こどもの障害の状態や 

特性を踏まえた上で、無理のない学習や活動を選択し、細やかな配慮をすることで 

す。また、通常の学級のこどもたちが、同じ仲間として受け入れ、思いやりのある教育 

活動が図られるようにしていくことも大切です。 

特別支援学級に在籍するこどもにとって、特別支援学級、通常の学級の 

どちらも学びの場です。一人一人の実態に応じて、教育課程上の位置づけや 

指導の目標などを明確にすることが必要です。 

（特定の教科を、通常の学級で受けるべきという決まりはなく、こどもを主体に柔軟に考えることが大切です。） 

 

 

 発達障害のある人は、他人との関

係づくりやコミュニケーション等が苦

手ですが、優れた能力が発揮されて

いる場合もあり、周りから見てアンバ

ランスな様子が理解されにくい障害

です。 

 特別支援学級に在籍する子は、右

図のように、それぞれの障害が重複

している場合もあります。障害名のみ

に注目するのではなく、こどもの強み

や困難さは何なのかといった実態を

把握することが重要です。 

 知的障害特別支援学級 自閉症・情緒障害特別支援学級 

① 対象となるこどもと 

教育上のニーズ 

知的発達に遅れがあり、生活面や

学習面等について、特別な教育課

程で学ぶことが必要である。 

自閉症等により情緒面や対人関係等

について特別な教育で学ぶことが必要

である。 

② 生活・学習上の困難さ 

・ 抽象概念の理解が難しい 

・ 記憶の保持や一般化が苦手 

・ 数量概念や語いの未発達 等 

・ 見通しのもてなさによる不安 

・ 相手の気持ちの理解が難しい 

・ 感覚過敏  等 

③ 主な教育課程 

下学年の目標、内容、もしくは特別

支援学校（知的障害）の各教科 

＋自立活動   

・当該学年の目標・内容＋自立活動  

※５ページを参照 

④ 教育的な支援 

 

・ 具体物・視覚教材・体験活動 

・ 段階的な学習構成 

・ 生活をベースに学習を構築し、

成功経験を積ませる 等 

・ 構造化（予告と見通しの提示・ワーク

システム等） 

・ 環境調整 

・ コミュニケーション支援 等 

文部科学省「障害のある子供の教育支援の手引」を参考にして、広島市教育センターが作成 

 

 

 

文部科学省「障害のある子供の教育支援の手引」を参考にして、広島市教育センターが作成 

 

※ 知的障害と自閉症を合わせ有している場合は、どちらも意識した支援を行うことが必要です。 

 

国立障害者リハビリテーションセンター 企画・情報部 

発達障害情報・支援センター 啓発パンフレット「発達障害の理解のために」 

https://hattatsu.go.jp/awareness_pamphlet/
https://hattatsu.go.jp/awareness_pamphlet/
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２ 特別の教育課程について 

（１） 特別支援学級の教育課程 

  特別支援学級は小学校・中学校の学級の一つであり、学校教育法に定める小学校・中学校の目的及び目標を達成 

するものでなければなりません。  

しかし、特別支援学級は、通常の学級の教育課程を、そのまま運用することが児童生徒の実態に合っていない場合、 

特別の教育課程によることができます。特別の教育課程を編成する場合には、学級の実態や児童生徒の障害の程度 

等を踏まえ、特別支援学校の学習指導要領を参考として、実情に合った教育課程を編成する必要があります。 

（参考：学校教育法施行規則第 138 条）   

これに基づき、小・中学校学習指導要領には、次のように示されています。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 知的障害がある児童生徒の場合 知的障害がない児童生徒の場合 

自立活動 必ず取り入れる 必ず取り入れる 

各教科等の目標・内容 障害の状態を考慮の上、 

・下学年の目標、内容に替えることができ

る。 

・特別支援学校（知的障害）の各教科に替

えることができる。 

・特別支援学校（知的障害）の各教科に替

えた場合、必要に応じて各教科等を合わせ

て指導することができる。 

原則、当該学年の目標・内容を指導する。 

※ 必要な場合は、下学年の目標・内容に 

  替えることもできる。 

 

（２） 自立活動とは （特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自立活動編（幼稚部・小学部・中学部）） 

＜自立活動の目標＞ 

  個々の児童又は生徒が自立を目指し、障害による学習上又は生活上の困難を主体的に 

改善・克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達 

の基盤を培う。 

 

  ＜指導に当たって＞  

 

障害のある児童生徒は、その障害によって、日常生活や学習場面において、様々なつまずきや困難が生じます。他の幼

児児童生徒と同じように心身の発達段階を考慮して教育するだけでは十分とは言えません。そこで、６区分２７項目の中

から必要な項目を選定し、それらを相互に関連付け指導内容を工夫します。 自立活動の詳細については以下をご覧くだ

さい。  

 

 

 

 

 
 

①実態把握
②指導すべき

課題の整理
③「指導目標の

設定」

④目標達成に

必要な「項目の
選定」

⑤項目の関連付け、
「具体的な指導内
容の設定」

⑥個別の指導

計画の作成

＜小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領第１章第４の２の（１）のイ＞ 

（ア） 障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るため、特別支援学校小学部・中学部学習指導要 

領第７章に示す自立活動を取り入れること。 

（イ） 児童生徒の障害の程度や学級の実態等を考慮の上、各教科の目標や内容を下学年の教科の目標や内容 

に替えたり、各教科を、知的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科に替えたり 

するなどして、実態に応じた教育課程を編成すること。 

特別支援学校教育要領・ 

学習指導要領解説自立活動編 

（幼稚部・小学部・中学部） 

島根県教育センター  

「自立活動ってなんだろう？」 
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 

自閉症のある子どもの自立活動の指導について考えよう！ 

https://www.mext.go.jp/content/20220426-mext_tokubetu01-100002983_9.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20220426-mext_tokubetu01-100002983_9.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20220426-mext_tokubetu01-100002983_9.pdf
https://www.shimane-ec.pref.shimane.lg.jp/2025/04/02/dcf739cbb69c9a1f5b8109c3f6bae695.pdf
https://www.shimane-ec.pref.shimane.lg.jp/2025/04/02/dcf739cbb69c9a1f5b8109c3f6bae695.pdf
https://www.nise.go.jp/wp-content/uploads/2025/09/D-374.pdf
https://www.nise.go.jp/wp-content/uploads/2025/09/D-374.pdf
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（３） 事例をもとにした自立活動の指導目標等の設定の流れの例 
                                      （参考：特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自立活動編（幼稚部・小学部・中学部）P152～P154）   

  ① 実態把握 

    障害のある事例をもとに、その状態や、発達や経験の程度、興味・関心、学習や生活の中で見られる、長所やよさ、 

   課題などについて情報収集し、付箋等に書き出して整理してみましょう。 

    自閉症や知的障害のあるこどもの場合、コミュニケーションや情報の処理等に課題があることから、主に、他者との 

   関わりや認知特性、また、自発的に取り組んでいることや特に優れていること、感覚の過敏等を踏まえて情報収集する 

   ようにしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 自立活動の６区分で整理 

健康の保持 心理的な安定 人間関係の形成 環境の把握 身体の動き コミュニケーション 

〇運動が好

きで、進んで

体を動かし

ている。 

〇気持ちが落ち着か

なくなった時に、自

らの行動を抑制する

ことが難しく、他者

に対して荒々しい行

動に及んでしまうこ

とがある。 

〇険しい表情・口調で話

してしまうことが多く、

相手に動揺を与えてし

まうことがある。 

〇一方的に話してしま

うことが多く、相手の話

を聞くのが苦手なため、

会話が成立しにくい。 

〇聴覚から情報を

得ることは苦手で

ある。 

〇視覚から情報を

とらえて理解する

ことは得意である。 

 

〇運動が好きで、

進んで体を動か

している。 

〇困ったことに直面

した時に、他者に援助

を求める方法が身に

付いていない。 

〇感情などを言葉に

して話すことが難し

く、相手に意思が伝わ

らないことが多い。 

 

イ 学習上又は生活上の困難や、これまでの学習状況の視点から整理 

指導開始時の生活上又は学習上の困難さについて整理してみましょう。 

〇他者に関心があり、伝えたいことがあるのにも関わらず、相手に意思が的確に伝えられない状況になっている。 

〇険しい表情・口調で一方的に話し掛けてしまうために、相手側はコミュニケーションをとりにくく、会話が弾まない状況になっ

ている。 

〇困ったことに直面したときに、他者に援助を求めることができず、いつまでも困った状況を解決できないことがある。 

〇困った状況が続くと、他者に対して荒々しい行動に及んでしまうことがあり、周囲から制止される。 

 

ウ 将来像を見据えた姿の観点から整理 

今後、卒業までをイメージして何をどこまで育てるのか整理してみましょう。 

〇高等部卒業後には、企業等への就労を見据えており、そのためには、伝えたいことを整理して、必要な連絡・報告を行うことが

できる力を段階的に身に付ける必要がある。 

〇他者の話を聞くことや、話す内容を理解してやりとりするなど、状況に応じたコミュニケーションの取り方を段階的に身に付け

る必要がある。 

〇困ったことに直面したときに、気持ちを落ち着かせたり、他者に援助を求めたりするなどの方法を、段階的に身に付けていく必

要がある。 

聴覚から情報をとらえることは苦手であるものの、視覚か

らの情報を理解することが得意である。 

運動が好きで進んで体を動かしている。 

一方的に話してしまうことが多く、相手の話を聞くのが苦

手なため、会話が成立しにくい。 

感情などを言葉にして話すことが難しく、相手に意思が伝わら

ないことが多い。 

険しい表情・口調で話してしまうことが多く相手に

動揺を与えてしまうことがある。 
困ったことに直面したときに、他者に援助を求める方

法が身に付いていない。 

気持ちが落ち着かなくなったときに、自らの行動を抑制する

ことが難しく、他者に対して荒々しい行動に及んでしまうこ

とがある。 

他者の様子に関心があり、進んでコミュニケーション

を取ろうとする。 

全体像を捉えての整理 

が大切になります。 
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② 指導すべき課題の整理 

① の実態把握を踏まえて、指導すべき課題の整理してみましょう。 

 

課題の抽出と中心的な課題の整理を行います。 

  抽出した課題を、原因と結果（→）、相互関係（⇔）で関係を捉え、中心的な課題を導きます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 実態に即した「指導目標」の設定 

② を踏まえて、今指導すべき指導目標を設定しましょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

気持ちが落ち着かなくなっ

た時に、自らの行動を抑制

することが難しく、他者に

対して荒々しい行動に及ん

でしまうことがある。 

気持ちが落ち着かなくな

ったときに、その状態を本

人なりに収める方法を身

に付けていない。 

他者と話をするときの

基本的な話し方等が身

に付いていない。 

伝えたいことを整理し

て、話をすることが難

しい。 

困ったことに直面した

ときに、他者に援助を

求めることが難しい。 

気持ちが落ち着かなくな

ったときに、その状態を本

人なりに収める方法を身

に付けていない。 

伝えたいことを整理し

て、話をすることが難

しい。 

他者と話をするときの

基本的な話し方等が身

に付いていない。 

気持ちが落ち着かなく

なったときに、その状態

を本人なりに収める方

法を身に付ける。 

伝えたいことを整理

して、話をすること

ができる。 

他者と話をするとき

の基本的な話し方等

が身に付ける。 

①伝えたいことを整理して話すことができる。 

②相手が話し始めたら、話すのをやめて聞くことができる。 
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④ 目標達成に必要な「項目の選定」 

③で選定した指導すべき目標を達成できるために、自立活動６区分２７項目から必要な項目を選定しましょう。 

 
今回の事例においては、自立活動６区分２７項目から黄色部分を選定しています。 

１健康の保持 

(1)生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。 

(2)病気の状態の理解と生活管理に関すること。 

(3)身体各部の状態の理解と養護に関すること。 

(4)健康状態の維持・改善に関すること。 

 

３人間関係の形成 

(1)他者とのかかわりの基礎に関すること。 

(2)他者の意図や感情の理解に関すること。 

(3)自己の理解と行動の調整に関すること。 

(4)集団への参加の基礎に関すること。 

 

５身体の動き 

(1)姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。 

(2)姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に 

 関すること。 

(3)日常生活に必要な基本動作に関すること。 

(4)身体の移動能力に関すること。 

(5)作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること。 

２心理的な安定 

(1)情緒の安定に関すること。 

(2)状況の理解と変化への対応に関すること。 

(3)障害による学習上又は生活上の困難を改善 

 ・克服する意欲に関すること。 

 

４環境の把握 

(1)保有する感覚の活用に関すること。 

(2)感覚や認知の特性への対応に関すること。 

(3)感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。 

(4)感覚を総合的に活用した周囲の状況の把握に関すること。 

(5)認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること。 

 

６コミュニケーション 

(1)コミュニケーションの基礎的能力に関すること。 

(2)言語の受容と表出に関すること。 

(3)言語の形成と活用に関すること。 

(4)コミュニケーション手段の選択と活用に関すること。 

(5)状況に応じたコミュニケーションに関すること。 

 
 

⑤ 項目の関連付け、「具体的な指導内容の設定」 

   ④で必要な項目を選定した後、項目同士を関連付けていきます。関連付ける際には、優先すべき指導内容を中心とし 

て考えます。 

 
＜今、指導すべき目標の設定＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
相手に伝えなければならない事柄を、

いつ、どこで、どうしたいかなどの項目

を示した資料を見ながら、順番に話

す。 

日常の会話の様子を動画で撮影し、

省みるようにすることで、相手の話を

聞いた後に話したり、穏やかな口調や

表情で相手に接したりするよう意識す

る。 

気持ちが不安定になったときには、そ

の場を一時的に離れ、体を動かすな

どして発散できるようになる。 

 
⑥ 個別の指導計画の作成 

 個別の指導計画に指導すべき目標や達成するための具体的な指導内容等を記載し、定期的に見直し、修正して
いくことが大切です。 
 

４環境の把握 

(2)感覚や認知の

特性への対応に

関すること。 

６コミュニケーション 

(1)コミュニケーショ

ンの基礎的能力に関

すること。 

３人間関係の形成 

(2)他者の意図や

感情の理解に関す

ること。 

２心理的な安定 

(1)情緒の安定

に関すること。 

６コミュニケーション 

(5)状況に応じたコミ

ュニケーションに関す

ること。 

 

３人間関係の形成 

(3)自己の理解と

行動の調整に関す

ること。 

 

①伝えたいことを整理して話すことができる。 

②相手が話し始めたら、話すのをやめて聞くことができる。 
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３ 環境づくりの基本 
（１）活動などを分かりやすくするための構造化の視点（共通） ～大切にしたい３つの視点～ 

 

概念化や情報を整理・統合することに困難さがあるこどもが、教室環境等を構造化することで、やるべきことや課

題をどのように遂行すべきかを、理解しやすくなると言われています。 

また、構造化を行うことによって、予測性のある活動の手順を示すことにより、見通しがもてないことで生じる不安を

軽減することにつながります。合わせて、こどもがストレスを感じにくくなり、学ぶべき事柄に集中することができるとも

考えられています。 

（参考：文部科学省「障害のある子供の教育支援の手引」より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
例：広島市教育センター 特別支援教育ルーム（自閉症・情緒障害特別支援学級） 
 
 
 
 

視点 内容 

① 物理的構造化 
学習スペースを明確に区分し、学習エリア（集団・個別）、休憩エリア等を設けていきます。 

活動と場所をセットにして考えていきます。下図を参照してください。 

② 時間の構造化 

時間や予定等を可視化し、スケジュール等で 

流れを明確にすることで、児童生徒が次の活動を 

理解しやすくすることです。 

 

③ 活動の構造化 

やるべき作業や活動を理解するための工夫であり、以下のような視点で整理して伝えます。 

 ①どのような活動（学習や作業）をするのか 

 ②どのくらいの時間、あるいは量の作業や活動をするのか 

 ③その課題や活動はいつ終わるのか 

 ④終わった後は何をするのか、何をしてもよいのか 等 

広島市教育センター通信 

BRIDGE ーこどもと教育をつなぐ 

「2024.Vol.3」 

https://www.center.edu.city.hiroshima.jp/assets/hce-center/BRIDGEvol_2.pdf
https://www.center.edu.city.hiroshima.jp/assets/hce-center/BRIDGEvol_2.pdf
https://www.center.edu.city.hiroshima.jp/assets/hce-center/BRIDGEvol_2.pdf
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Q  教師の指示を聞くことが難しいこどもがいます。どのような支援が考えられますか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q 落ち着きがないこどもには、どのような支援が考えられるでしょうか？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              

Q 文字を読むことが苦手で、学習に参加しづらいこどもにはどのような支援がありますか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

広島市教育センター 

 「やってみようつまずきから考える支援」 

ᶺ δ Ẉ

ᶳ ˺ₑ  

פ  ˢ ᵊ ᶂΌ ằ̻ ˢ

ᵊ ᴳ Ỹ Ẫ

╕

ˮ

╕  ᴳ

Ỹ ˰ Ҍ ˮ

ằ̻ ᶳ ằ̻ ֥

ˮ ┘ᵭ ֥

支援方法としては、右図に示すように 

・ 静かに話を聞く環境を学級の中に作る 

・ まわりの刺激を受けにくい座席の位置にする。 

・ 短く・はっきり・ゆっくり伝えること 

・ 絵や写真等の視覚支援を行いながら伝えること 

等が考えられます。 

文字だけで理解させようとせず、音声・絵・写真・実物など複数 

の手がかりを使って“読める入口”を広げることが大切です。 

例えば 

• 音声読み上げ機能（ICT） を使う 

• 絵カード・写真カードで内容をつかみやすくする 

• 色・形・枠で視覚的に整理して読みやすくする 

• 漢字は意味とイメージを結びつける（例：絵入り漢字カード） 

• 一文を短く区切る / 指でなぞるガイド を作る 

• 読む内容を事前に体験して背景理解を作る 等の工夫も考えられます。 

落ち着きのない行動には理由があります。“望ましくない行動”ではなく、“困っているサイン”として捉え、環境

を整えたり、役割を与えたりして行動を支えることが大切です。 

例えば、日常的な支援の中で 

①  活動の見通しが分からないと不安になり、落ち着きがなくなる。 

 → 今日の流れをスケジュールで示し（視覚提示）、 

「今」「次」「終わり」や「終わった後の楽しみなこと」等を明確にする。 

②  じっと座ることが苦手 

 → 黒板消しや配付係など、動ける役割を用意する。 

③  注目や承認を求めている 

 → できた瞬間をすぐ言葉や花丸カードなどで認める。   等の工夫も考えられます。 

 

Ḛ Ἰԃ 

音声教材等についてのリーフレット 

（文部科学省 HP より） 

https://www.center.edu.city.hiroshima.jp/assets/hce-center/kennkyu_shidou_h22_tokusipanfu.pdf
https://www.center.edu.city.hiroshima.jp/assets/hce-center/kennkyu_shidou_h22_tokusipanfu.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/20231219-ope_dev03-1.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/20231219-ope_dev03-1.pdf
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（２）時間割の作成のステップ（例） 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

            

   

                                                             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    月 火 水 木 金 

 １年 ３年 ５年 １年 ３年 ５年 １年 ３年 ５年 １年 ３年 ５年 １年 ３年 ５年 

１ 
自立

活動 

自立 

活動 

自立 

活動 
国語 国語 国語 

自立

活動 
音楽 体育 国語 国語 国語 国語 

自立

活動 

自立

活動 

２ 算数 理科 国語 音楽 国語 算数 体育 算数 算数 算数 算数 算数 音楽 体育 道徳 

３ 学活 
外国語

活動 
社会 体育 算数 道徳 音楽 理科 家庭科 算数 社会 体育 体育 理科 算数 

４ 生活 算数 総合 生活 社会 外国語 体育 道徳 家庭科 生活 理科 外国語 算数 総合 理科 

５  図工 音楽 算数 総合 体育 図工 体育 国語    
自立

活動 
国語 国語 

６  図工 学活  体育 理科 図工 
自立

活動 
総合      図工 

①  教育課程の確認 

該当学年の標準授業時数の中から、設定した自立活 

動の目標を達成するために必要な時数という視点と各 

教科等の時数のバランスの視点から、自立活動に充て 

る時数を検討します。 

 

教科等の年間指導計画及び年間時間数を確認する。 ②  １週間当たりの時数を検討 

年間の時数をもとに、１週間当たりの教科等の時数を 

検討します。 

③  学習集団の検討 

実態の異なる児童生徒の個々のニーズに合わせ、 

ア 特別支援学級での学習（個別） 

イ 特別支援学級での学習（複数） 

ウ 交流及び共同学習それぞれ何時間必要か考えます。 

④  特別教室（音楽室、体育館等）の使用割り当ての調整 

特別支援学級及び交流学級での使用割り当て（案）を確認し、

担当者、特別支援学級の学年、交流学級担任等と調整します。 

⑤  通常の学級との交流の学習の時間の調整 

交流学級の時間割を確認し、交流学級担任等と調整します。 

⑥  時間割完成 

例：国語１７５時間÷３５週＝１週間当たり５時間 

例：音楽５０時間÷３５週＝１週間当たり１.４２時間  

※A週１時間、B週２時間で行う。 

原則として、週の授業時数の半分以上を目安として、特別支援学級において、児童生徒一人一人の障害の状態や

特性及び心身の発達等に応じた授業を行うこととされています。 

交流及び共同学習は、一人一人の実態に応じて設定されるものです。機械的かつ画一的に、国語・算数（数学）以

外は交流学級で学ぶことを前提としている場合は、適切ではありません。 

児童生徒の交流及び共同学習の指導の目標を明確にし、特別支援学級担任、通常の学級の担任、教科担任とで

協力し、計画的、組織的に行うことが大切です。 
 

 

※単元や学習内容によって、交流学級と特別支援学級を

組み合わせて時間設定することもできます。 

例：音楽 2時間 

→ア 特別支援学級での学習（1人）1時間 

ウ 交流及び共同学習１時間 

 

例：自閉症・情緒障害特別支援学級（中学校）の 

   １日の時間割ボード（特別支援教育ルームより） 

（特別支援教育ルームより） 

 

(例)知的障害のない小学校第５学年の場合 
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異年齢集団であるということは、教師が直接指導できない時間が生まれることがあります。 

その時間にこどもが一人で学習を進めていくことができるように計画的に指導しましょう。 

事前に授業計画を立てたり、教材を準備したりすることが重要です。 

 

 

 

  

                                                          パンフレット            授業実践例        

 

 

 

 

                                        

「わたり」とは、直接指導を行うために、複数の学年を移動する教師の動きのこと  

「ずらし」とは、こどもの学習課題の内容や量を調整し、同時進行を可能にする方法 

直接指導…一方の学年に教師が直接的に行う指導  

間接指導…直接指導でない他の学年が、一人で学習を進められるよう指示を与えるなどを行う指導  

同時間接指導…全体に対して間接指導を行い、必要に応じて個別に行う指導 

４ 授業の実際 

 特別支援学級で授業を行う際の５つのポイント  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q 複数の学年を同時に指導する上でのポイントはありますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 実態把握：何がどこまでできているかを掴む。 

こどもの学習・行動・コミュニケーション等の状態を丁寧に見取り、 

「できていること」「あと少しでできそうなこと」 を明確にします。 

授業づくりは、ここから始まります。 

 

② こどもが『何をするか』が一目で分かる仕掛けをつくる。 

授業のゴール・手順・役割・終わりを視覚化します。 

写真・絵カード・実物・タイマーなどを使い、言葉より“見てわかる”状態をつくります。 

 

③ こどもが自分で「できた！」につながるような教材の工夫や支援ツールを用意する。 

全員同じ活動でなくて OK。 

具体物を操作する、課題を選べる、課題を解決するための手掛かりがあるなど、こども自身で「できた！」を積み重ね 

る仕組みづくりをします。 

 

④ こどもが学び続けられる授業設計を行う。 

待ち時間ゼロを目指し、自分たちで活動できる時間や教材を準備します。 

 

⑤ 適切な評価をする。 

めあてに対しての達成状況をこどもと一緒に確認し、振り返りを行います。 イラスト：自閉症・情緒障害特別支援学級を担当する先生の

ための異年齢集団における授業づくりのヒント 

（広島県立教育センター） 

自閉症・情緒障害特別支援学級を担当する先生のため

の異年齢集団における授業づくりのヒント 

（広島県立教育センター） 

自閉症・情緒障害特別支援学級におけ

る子供たちが学びを進める授業づくり

～学び合う場面を活用して～ 

（広島県立教育センター） 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/616428.pdf
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/616428.pdf
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/616428.pdf
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/616428.pdf
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/616428.pdf
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/616428.pdf
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/616433.pdf
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/616433.pdf
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/616433.pdf
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/616433.pdf
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〇 広島市教育センターの HP（学習指導）をご活用ください！ 

  知的障害特別支援学級 自閉症・情緒障害特別支援学級 

生活単元学習 「おやつパーティをしよう」 

リンク①  リンク② 

自立活動 「お楽しみ会をしよう」 

リンク①  リンク② 

国語科「劇をしよう」 

リンク①  リンク② 

自立活動「校外学習へいこう」 

リンク①  リンク② 

自立活動「デザイナーになろう！喜んでも

らえるハロウィン衣装を作ろう～」  

リンク①  リンク② 

自立活動「ミッションインビンゴであそぼう」 

リンク①  リンク② 

 

〇 広島県立教育センターの HPにも学習指導案等の事例があります。 

Q 勝ち負けにこだわってしまうこどもがいます。どのように指導を行えばいいでしょうか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q 特別支援学級において ICTはどのように使うと効果的ですか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Q 特別支援学級の学習指導案が見たいのですが、どこにありますか？   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

こどもが ICTを使い「分かる」「できる」「伝えられる」を実感できるようにします。目的は“便利”ではなく 

 「できた」の実感を作ることです。 

例えば 

〇 読み書きの負担を軽減する場面 

 ・音声読み上げ ・音声入力 ・キーボード入力 

〇 見通しを示す場面 

 ・スケジュール提示 ・写真や動画による説明 

〇 コミュニケーションを支える場面 

 ・絵カードアプリ ・写真で選ぶ ・動画で伝える。 

〇 活動の振り返りや記録をする場面 

 ・写真、動画で成長を見える化 

〇 通常学級との交流場面 

 ・発表スライド ・撮影編集で役割を持つ。 

 

「できない」を減らすために使うことも大切ですが、 

「できる」方法を増やすために使うことが有効です。 

“ICTでつなぐ成功体験”が自信と意欲の源になります。 

 
 

勝ち負けだけが価値にならないように、“過程を認める支援”と“選べるルール”を作り、安心して挑戦できる環

境を整えることが大切です。 

例えば、自立活動の指導を通して 

・  勝ち負け以外の評価軸を作る。 

  例：「時間いっぱい取り組めた」「最後まで諦めなかった」「仲間に声をかけた」 

① 協力ゲーム → ②ゆずり合いゲーム → ③対戦ゲーム の順で経験させる。 

・ すぐ勝負にしたがる場合は、選択肢を示す。 

  例：「勝負にする？協力でポイント貯める？どっちにする？」 

・ 感情が高ぶった時に使える、クールダウンの場所や方法を用意する。 

勝ちたい気持ちは悪いことではない。大切なのは、“勝てなくても大丈夫”と思える経験の積み重ねです。 

 
 

 

広島県立教育センター 

HP（学習指導案） 

広島市教育センター 

HP（学習指導案） 

https://www.center.edu.city.hiroshima.jp/shidou/
https://www.center.edu.city.hiroshima.jp/assets/hce-center/R7_1.pdf
https://www.center.edu.city.hiroshima.jp/assets/hce-center/R7_3.pdf
https://www.center.edu.city.hiroshima.jp/assets/hce-center/otanosimikaiwosiyou1.pdf
https://www.center.edu.city.hiroshima.jp/assets/hce-center/otanosimikaiwosiyougakushukatei.pdf
https://www.center.edu.city.hiroshima.jp/assets/hce-center/R7kokugosidouann1.pdf
https://www.center.edu.city.hiroshima.jp/assets/hce-center/R7kokugosidouann2.pdf
https://www.center.edu.city.hiroshima.jp/assets/hce-center/kougaigakushuueikou1.pdf
https://www.center.edu.city.hiroshima.jp/assets/hce-center/kougaigakushuueikougakushuukatei.pdf
https://www.center.edu.city.hiroshima.jp/assets/hce-center/dezaina-ninarou.pdf
https://www.center.edu.city.hiroshima.jp/assets/hce-center/dezaina-ninarougakushuukeikaku.pdf
https://www.center.edu.city.hiroshima.jp/assets/hce-center/jiritukatudou1.pdf
https://www.center.edu.city.hiroshima.jp/assets/hce-center/jiritukatudou2.pdf
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/educenter/shidouan.html
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/educenter/shidouan.html
https://www.center.edu.city.hiroshima.jp/shidou/shidouan.html
https://www.center.edu.city.hiroshima.jp/shidou/shidouan.html
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５ １年間の見通しと実務（例）   

（１） 年間の業務の流れ 

① 小学校 

 
学級で確認すること 

他の教員と 

連携すること 

教育委員会（特別支援

教育課）に提出するもの 

４月 □指導要録の整備 □出席簿の確認 

□学級名簿の作成 □学級経営案の作成 

□年間の行事の確認 □研修の確認 

□教育課程実施届、教科用図書の確認 

□個別の教育支援計画、個別の指導計画の確認、作成 

□自立活動の個別の指導計画の確認 

□学習指導要領（小・中・特別支援学校、自立活動）の確

認 

□下校方法の確認 □家庭訪問 □教室環境の整備 

□時間割ボード（スケジュールボード）作成 

□入学式リハーサル □学級開き準備 

□自己紹介カードの準備 □学級の係 

□連絡帳準備（ファイル様式） □掃除分担表準備 

□教科ファイルの準備 □啓発学習 

□（５、６年生対象）進路決定への流れの確認 

□特別教室の配当の確認 

□交流及び共同学習の打

ち合わせ（教科や掃除、給

食などの日常生活） 

□週案の作成 

□入学受付 

□新担任顔合わせ会（始

業式前日）  

 

５月 □懇談会の準備 

□（５、６年生対象）進路についての教育相談（中学校等

との連携を含む） 

□校内研修会 □年間指導計画の提出 

６月 □（６年生対象）中学校等見学 □水泳の計画  

７月 □夏休みの課題の作成 

□個人懇談会の準備 

□（６年生対象）進路決定 

□就学相談（次年度１年生対象） 

 
□次年度の使用希望教

科用図書の申請 

８月 □個別の教育支援計画、個別の指導計画の見直し 

□自立活動の個別の指導計画の見直し 

□会計報告作成 

□交流及び共同学習の見

直し 

□通知表の作成  

□次年度使用一般図書

需要数一覧表等の提出 

□６年生の個人記録票

３－（１）の作成  
９月 

  
 

１０月 □個人懇談会の準備 □運動会の計画  

１１月 □（６年生対象）中学校との連携・次年度の調整 □学習発表会の計画  

１２月 □個人懇談会の準備 

□個別の教育支援計画、個別の指導計画の見直し 

 
 

１月 
 

□卒業事務関係  

２月  □指導要録の作成 

□通知表の作成 

 

３月 □個人懇談会の準備 

□指導要録の完成 

□次年度の教育課程の検討 

□次年度の引継ぎ資料の完成 

□次年度の自立活動の計画 

□次年度の交流及び共同

学習の計画  

□次年度の教育課程実

施届の提出  
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  ②中学校 
 

学級で確認すること 
他の教員と 

連携すること 

教育委員会（特別支援

教育課）に提出するもの 

４月 □指導要録の整備 □出席簿の確認 

□学級名簿の作成 □学級経営案の作成 

□年間の行事の確認 □研修の確認 

□教育課程実施届、教科用図書の確認 

□個別の教育支援計画、個別の指導計画の確認、作成 

□自立活動の個別の指導計画の確認 

□学習指導要領（小・中・特別支援学校、自立活動）の確

認 

□下校方法の確認 □家庭訪問 □教室環境の整備 

□時間割ボード（スケジュールボード）作成 

□入学式リハーサル □学級開き準備 

□自己紹介カードの準備 □学級の係 

□連絡帳準備（ファイル様式） □掃除分担表準備 

□教科ファイルの準備 □啓発学習 

□部活動顧問との打ち合わせ 

□特別教室の配当の確認 

□交流及び共同学習の打

ち合わせ（教科や掃除、給

食などの日常生活） 

□教科担当者会 

□週案の作成 

□教務部時間割係担当と

の連携 

 

５月 □懇談会の準備  

 
□年間指導計画の提出 

６月 □新入生（６年生）教育相談 □水泳の計画 

□運動会の計画 

 

７月 □夏休みの課題の作成 

□個人懇談会の準備 

 
□次年度の使用希望教

科用図書の申請 

８月 □個別の教育支援計画、個別の指導計画の見直し 

□自立活動の個別の指導計画の見直し 

□交流及び共同学習の見

直し 

□通知表の作成  

□次年度使用一般図書

需要数一覧表等の提出 

９月 □来年度の進路の確認 
 

 

１０月 □個人懇談会の準備   

１１月 □（次年度新入生）小学校との連携・次年度の調整 □文化祭の計画  

１２月 □個人懇談会の準備 

□個別の教育支援計画、個別の指導計画の見直し 

□次年度の教育課程の決

定（授業時数の算出） 

□次年度入級予定生徒の

情報共有のための小中連

携 

 

１月 
 

□卒業事務関係 
 

２月 □新入生保護者 入学前相談 □指導要録の作成 

□通知表の作成 

 

３月 □個人懇談会の準備 

□指導要録の完成 

□次年度の教育課程の検討 

□次年度の引継ぎ資料の完成 

□次年度の自立活動の計画 

□次年度の交流及び共同

学習の計画  

□次年度の教育課程実

施届の提出 
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（２） 個別の教育支援計画と個別の指導計画 

① 特別支援学校・特別支援学級に在籍する児童生徒、通級による指導を受けている児童生徒については 

作成・活用が必須！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

② 校内委員会等で、定期的に繰り返し、児童生徒の状況を確認！！ 

指導・支援の工夫、合理的配慮等は、こどもの能力を最大限に生かすために行うものです。適切な指導・支援の工夫、 

合理的配慮等は、こどもの成長や状況の変化に応じて変わるため、繰り返し見直し、調整を図ることが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 様式について 

  これらの様式については、必ずしも定まった様式があるわけではありません。 

各校の実情や児童生徒の実態に応じて、柔軟に作成・活用していただくことが可能です。 

参考までに、文部科学省の様式を記載します。 

   
  
  
 
 
 

＜個別の教育支援計画＞ 
  教育、医療、福祉、労働等の関係機関が連
携・協力を図り、障害のある児童（生徒）の生涯
にわたる継続的な支援体制を整え、それぞれの
年代における児童（生徒）の望ましい成長を促
すため、個別の支援計画を作成することが示さ
れた。この個別の支援計画のうち、幼児児童生
徒に対して、教育機関が中心となって作成する
ものを、個別の教育支援計画という。  
（小学校学習指導要領解説総則編ｐ１１３、中学校学習指導要

領解説総則編ｐ１１１） 

 

＜個別の指導計画＞ 
  個別の指導計画は、個々の児童（生徒）の実
態に応じて適切な指導を行うために学校で作成
されるものである。個別の指導計画は、教育課程
を具体化し、障害のある児童（生徒）など一人一
人の指導目標、指導内容及び指導方法を明確
にして、きめ細やかに指導するために作成するも
のである。 
 （小学校学習指導要領解説総則編ｐ１１４、中学校学習指導要

領解説総則編ｐ１１２） 

 
                

個 

 

指導・支援の工夫や個別の

配慮、合理的配慮等の実施

指導・支援の工夫や個別

の配慮、合理的配慮等の

振り返り

児童生徒の状況と指導・

支援等の見直し

指導・支援の工夫や個別

の配慮、合理的配慮等の

計画

個別の支援計画様式例 個別の指導計画様式例 

 

個別の指導計画等

は、作成すること自体

が目的ではありませ

ん。保護者の積極的

な参画を促し、保護

者の意見を十分に

聞いて、計画を作成

または改訂すること

が必要です。 

合理的配慮や

その他の支援

等を個別の指

導計画等に記

載することが大

切です。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1340250_00005.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1298214.htm
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６ 知っておきたい Q＆A 
Q 指導要録には、どのように記載すればよいですか？ 
  要録への記入については、どのような教育課程であるのかを基にして、下の表を参考にしてください。 

教育課程 当該学年の各教科等＋自立活動 
下学年の各教科等＋自立活動 

知的特別支援学校の各教科＋自立活動 

評価方法 
当該学年と同様の評価規準による「評定」

を行う。 

各教科の視点等及びその趣旨を踏まえ、文章表記による

評価を行う。 

要録への 

記入 

様式２－１に評定を記入するとともに、自立

活動について様式２－２に文章で記述する。 

様式２－２に文章で記述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q 自立活動の記録は？ 

自立活動の記録については、個別の指導計画を踏まえ、以下の事項等を端的に記入します。 

【1】指導目標、指導内容、指導の成果の概要に関すること 

【2】障害の状態等に変化が見られた場合、その状況に関すること 

【3】障害の状態を把握するため又は自立活動の成果を評価するために検査を行った場合、その検査結果に

関すること 

※エピソードの記録にならないように留意すること 

 

Q 各教科等の学習の記録は？ 

文章記述は、個別の指導計画に基づいて以下の事項等を端的に記入します。 

①どのような知識・技能が身に付いたか（知識・技能） 

②どのように思考・判断・表現していたか（思考・判断・表現） 

③どのような態度で取り組んでいたか（主体的に学習に取り組む態度）について簡潔に記述する。 

※題材や単元のみの評価にならないようにする。 

 

 

 

 

 

 

指導要録（小）様式 2-1（指導の記録）R2～ 一部抜粋 指導要録（小）様式 2-2（指導の記録）R2～ 一部抜粋 
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参考資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度 特別支援教育サポートプロジェクトメンバー 

 氏 名 職 名 

実行委員会 

森田 健嗣 教育センター所長 

德永 光真 広島文化学園大学・短期大学 准教授 

堀川 淳子 特別支援教育課長 

檜垣 純 教育センター次長 

山領 勲 五日市東小学校長 

福原 宏 亀崎中学校長 

西山 美香 広島特別支援学校長 

作業部会 

長藤 祐揮 戸坂城山小学校 教諭 

川本 美佐子 五日市小学校 教諭 

田中 勤子 庚午中学校 教諭 

加藤 美穂 城南中学校 教諭 

岡村 恵理子 広島特別支援学校 教諭 

生駒 久美子 広島特別支援学校 教諭 

事務局 

川口 大輔 教育センター 主任指導主事（事）主任 

江頭 佳佑 特別支援教育課 指導主事 

高橋 直人 教育センター 主任指導主事 

益田 峻佑 教育センター 指導主事 

奥野 弘祐 教育センター 指導主事 

 

冊子協力者 

小島 浩子 広島特別支援学校 小学部主事 

末岡 優衣 井口明神小学校 教諭 

長藤 彩夏 広島特別支援学校 教諭 

 

 

 

〇 文部科学省  

  ・ 障害のある子供の教育支援の手引～子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて～ 

  ・ 特別支援学校教育要領・学習指導要領解説自立活動編（幼稚部・小学部・中学部） 

  ・ 音声教材等についてのリーフレット 

〇 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所  

  ・  リーフレット「自閉症のある児童生徒の自立活動の指導について考えよう！」 

〇 国立障害者リハビリテーションセンター 企画・情報部 発達障害情報・支援センター 

  ・  啓発パンフレット「発達障害の理解のために」 

〇 島根県教育センター 「自立活動ってなんだろう」 

〇 広島県教育委員会  

  ・ 特別支援教育 ハンドブック Ｎｏ．１ 令和７年改訂版 ～特別支援学級・通級による指導を中心に～ 

〇 広島県教育センター 

  ・ 自閉症・情緒障害特別支援学級を担当する先生のための異年齢集団における授業づくりのヒント 

   ・ 自閉症・情緒障害特別支援学級における子供たちが学びを進める授業づくり～学び合う場面を活用して～ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ここからはじめよう！特別支援学級サポート Book（自閉症・情緒障害特別支援学級編）」  

ᶺ ᴘ  ᴘ 

    Ὕ  令和７年度 特別支援教育サポートプロジェクトメンバー 

ᶺ ᾒ  ᶓ ẬӰ˟  

732 - 0068  
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 082 223 - 3563  
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